
くまの議会だより　第 ６２ 号�７�

　
合
併
に
つ
い
て
は
、
町
民

か
ら
も
様
々
な
意
見
が
あ
る
。

町
長
は
政
府
や
自
民
党
の
流

れ
に
の
み
こ
ま
れ
ず
、
じ
っ

く
り
町
民
の
議
論
を
起
し
、

町
民
の
大
多
数
の
納
得
を
得

ら
れ
る
道
を
さ
が
し
て
も
ら

い
た
い
。

Q　
今
後
の
地
方
分
権
の
状
況

に
よ
っ
て
は
、「
市
町
村
合
併
」

の
動
き
が
再
び
活
発
化
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
行

政
体
制
を
再
構
築
す
る
に
は
、

地
方
分
権
等
に
関
す
る
今
後

の
議
論
の
展
開
や
制
度
設
計

を
踏
ま
え
た
自
主
的
な
判
断

が
欠
か
せ
な
い
も
の
と
考
え

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
合
併

問
題
を
始
め
と
す
る
諸
般
の

行
政
課
題
に
対
し
、
住
民
自

治
の
観
点
に
立
ち
、
引
き
続

き
真
摯
に
取
り
組
ん
で
い
く
。�

A

　
中
央
保
育
所
の
定
員
削
減

の
理
由
は
。
そ
の
こ
と
に
よ

り
、
現
在
の
保
育
児
は
ど
う

な
る
の
か
。
ま
た
、「
く
ま
の
・

み
ら
い
保
育
園
」
の
使
用
料

は
い
く
ら
か
。

Q　
定
員
削
減
に
つ
い
て
は
、
施

設
の
規
模
や
老
朽
化
等
か
ら
、

１００
人
程
度
が
望
ま
し
く
、
ま
た
、

指
定
管
理
者
制
度
へ
の
移
行
を

検
討
し
て
お
り
、
職
員
数
の
抑

制
を
考
え
、
適
正
化
を
図
っ
た

も
の
で
あ
る
。
現
在
の
園
児
に

つ
い
て
は
、
通
所
し
て
い
る
施

設
に
優
先
し
て
入
所
を
決
定
す

る
。
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
民

間
給
与
施
設
等
改
善
費
と
し

て
、
保
育
委
託
料
の
中
か
ら
一

定
金
額
を
留
保
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
経
費
の

２
分
の
１
程
度
を
徴
収
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。�

A

　「
く
ま
の
・
み
ら
い
保
育
園
」

に
つ
い
て
は
、
少
子
化
と
言

わ
れ
る
時
代
に
、
子
ど
も
の

数
は
増
え
て
い
る
の
か
と
い

う
疑
問
の
声
も
あ
り
、
そ
の

必
要
性
や
建
設
に
つ
い
て
様
々

な
意
見
が
聞
か
れ
る
。
町
当

局
は
、
町
民
に
説
明
を
す
べ

き
で
あ
る
。
　

Q　
町
内
西
部
地
域
の
保
育
環

境
は
、
新
興
団
地
等
の
増
加

や
子
育
て
世
帯
の
割
合
が
高
く
、

若
年
世
帯
の
定
住
化
促
進
と

い
う
面
に
お
い
て
、
高
い
効

果
が
見
込
ま
れ
る
地
域
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
保
育
に

対
す
る
需
用
は
増
加
傾
向
で

あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
要

望
の
高
い
一
時
保
育
や
病
後

児
保
育
等
の
ニ
ー
ズ
に
対
応

で
き
る
施
設
と
し
て
整
備
を

行
っ
た
も
の
で
あ
る
。�

A

中央保育所の定員削減について問う。�
�
地域ごとの幼児数等を総合的に勘案した。�
　　　　　　　　　　　　　　　　（内田福祉課長）�

Q

A

（穏土議員）�

箱物論議について。�
�
地域の実情や要望等を踏まえ、整備を行っている。
　　　　　　　　　　　　　　　（平町民生部長）�

Q
（田原議員）�

合併問題について。�
�
これからも町民本位の視点に立ち、政策の実現に努めていく。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平本町長）�

Q

A

（田原議員）�

民
生
部
門
関
連
質
問�

A


